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第１節 総合戦略の趣旨 

 

１ 目的 

 

人口減少は、地域経済規模を縮小させ、社会生活サービスの低下を招き、更なる人口流出を引き起こす悪循環を生むリスクがあ

ることから、「静かなる危機」と呼ばれています。 

日本は、世界に先駆けて、人口減少・超高齢化社会を迎えており、この構造的な課題に真正面から取り組むため、国は、平成26

年11月28日に「まち・ひと・しごと創生法」を公布・施行し、同年12月27日に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定し

ました。 

人口減少が進む本市においても、その対策は最重要課題の１つとして捉えているため、第２次さぬき市総合計画前期基本計画（計

画期間：平成27年度～30年度）において重点プロジェクトに位置付け、全庁横断的に取組を進めることとしました。この初年度の

取組として、「まち・ひと・しごと創生法」第10条に基づき、国及び香川県の総合戦略を勘案しながら「さぬき市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」（以下、「本戦略」という。）を策定し、さぬき市人口ビジョンで示した「平成72（2060）年人口32,000人」

の維持に向けて取組を進めていきます。 

 

 

２ 計画期間 

 

平成27年度から平成31年度の５年間とします。 

 

 

  

さぬき市マスコットキャラクター「さっきー」 
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３ 基本理念 

 

第２次さぬき市総合計画で定めているまちづくりの基本理念「 守る つなぐ 進化する 」を、本戦略の基本理念に位置付け

ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 命と暮らしを 「守る」 】 

 みんなの笑顔が輝くためには、日々の暮らしの中で、安心と安全

を実感できることが必要です。自然災害、犯罪、あらゆる困窮など

から市民の命と暮らしを守り、生涯にわたって心身ともに健康で暮

らせるまちづくりを進めます。 

 

【 改革と創造で 「進化する」 】 

 だれもが快適で住みよいまちになるためには、現状と課題を冷静

に見極め、勇気と覚悟をもって時代のニーズに沿った改革に取り組

むことが必要です。 

また、地域資源を見直し、新たな魅力を創造していくことも大切

です。次代に向け、市民と市が協力して改革と創造に取り組み、「さ

ぬき市」をさらに進化させるまちづくりを進めます。 

 

【 人と人、過去と未来を 「つなぐ」 】 

 だれもがいきいきと暮らしていくためには、家庭や地域などあら

ゆる場所で互いを認め、思いやり、助け合うことが大切です。 

また、ふるさとを守り、発展させていくためには、過去から受け

継がれてきた自然や伝統、文化を次世代に引き継ぎ、さぬき市民と

しての誇りを育んでいくことが必要です。人と人をつなぎ、人と歴

史をつないでいくまちづくりを進めます。 
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第２節 さぬき市の現状 

 

１ 位置・交通について 

  

さぬき市は香川県東部に位置し、北は瀬戸内海、東は東かがわ市、南は徳島県、西は三木町及び高松市に接しています。 

県都高松市の中心部までは約 15㎞で、約 50㎞圏内には岡山市や徳島市、約 150km圏内には大阪市や広島市があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●陸上アクセス （～高松市）・・約 2５分 

         （～岡山市）・・約１時間３0分 

         （～神戸市）・・約２時間 

 

  ○ 高速インターチェンジ ： 市内３か所 

  ○ 高速バスストップ ： 市内２か所 

  ○ 高松琴平電気鉄道（駅）： 市内２か所 

 ○ ＪＲ四国（駅）： 市内６か所 

 

●空港アクセス （～高松空港）・・約 45分 

 

※アクセス時間は、市内中心部から自動車で移動した場合の目安時間 
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２ 市への愛着度と今後の定住意向について 

 

“愛着を感じている”が 70.7％、“愛着を感じていない”が 7.9％、“住みたい”が 73.9％、“住みたくない”が  5.2％ 

市民アンケートからは、愛着度も定住意向も強い傾向が見て取れます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

出典：第２次さぬき市総合計画市民アンケート（H25.6月実施、ｎ＝回答者数） 

26.7 44.0 20.1 6.5

1.4 1.2

とても愛着

を感じてい

る

どちらかと

いうと愛着

を感じてい

る

どちらとも
いえない

あまり愛着

を感じてい

ない

愛着を感じて
いない

無回答

ｎ

1048

（％）

全体

49.1 24.8 19.8

3.9 1.3 1.0

住みたい どちらかとい

えば住みたい

どちらともい
えない

どちらかとい

えば住みたく

ない

住みたくな
い

無回答

ｎ

1048

（％）

全体

愛着度（年代別１位回答） 

10歳代 とても愛着を感じている 43.8％ 

20歳代 どちらかというと愛着を感じている 42.0％ 

30歳代 どちらかというと愛着を感じている 51.0％ 

40歳代 どちらかというと愛着を感じている 52.6％ 

今後の定住意向（年代別１位回答） 

10歳代 住みたい 37.5％ 

20歳代 どちらともいえない 36.2％ 

30歳代 住みたい 43.1％ 

40歳代 住みたい 35.3％ 
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３ 新築軒数と住宅リフォーム支援件数について 

 

 住宅の新築軒数の動きを見ると、平成 20 年のリーマンショック前後で急激な落ち込みがありましたが、ここ数年で若干の回復兆候

が見えています。 

また、住宅リフォームについては、平成 24 年度の住宅リフォーム支援事業開始時より交付件数が伸びていることから、住環境を向

上させ、市内で暮らしたい、住み続けたいという意向が見て取れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

221 
220 
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177 

148 149 
144 

172 172 

100

120

140

160

180

200

220

240

出典：市民部税務課「固定資産の価格等の概要調書」 

（軒） 

  交付件数（件） 交付額（千円） 

平成 24年度 136 19,026 

平成 25年度 163 24,361 

平成 26年度 152 22,370 

          開始年度：平成 24年度 

             建設経済部都市計画課報告 

住宅リフォーム支援事業交付実績 市内新築軒数 

 

http://www.irasutoya.com/2015/01/blog-post_596.html
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４ 働く場について 

 

 ・① 事業所数 

 

  ○ 2009年から 2012年にかけて 220事業所減少しています。 

  ○ 市内に最も多い事業所は、「卸売・小売業」に関する事業所（513事業所）で、およそ 25％を占めています。 

次いで、「製造業」（271事業所、13.3％）、「建設業」（242事業所、11.8％）となっています。 

  ○ 順位で表すと、2012年（2,043事業所）は、県内では６位（17市町中）、全国では 555位（1,734市町村中）です。 

 

調査年 事業所数合計 

2009年 2,263 

2012年 2,043 

 

（合計内訳） 

 

農業，

林業 
漁業 

鉱業，

採石

業，砂

利採取

業 

建設

業 

製造

業 

電気・

ガス・

熱供

給・水

道業 

情報通

信業 

運輸

業，郵

便業 

卸売

業，小

売業 

金融

業，保

険業 

不動産

業，物

品賃貸

業 

学術研

究，専

門・技

術サー

ビス業 

宿泊

業，飲

食サー

ビス業 

生活関

連サー

ビス

業，娯

楽業 

教育，

学習支

援業 

医療，

福祉 

複合サ

ービス

事業 

サービ

ス業

（他に

分類さ

れない

もの） 

2009年 34 4 1 279 279 2 8 56 614 29 68 61 236 227 66 120 30 149 

2012年 23 4 1 242 271 2 4 49 513 29 65 62 229 201 57 121 30 140 

                   

※事業所数：営利目的で活動するすべての事業所・企業の数 

出典：総務省「平成 21年経済センサス基礎調査」、総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス活動調査」 

 

 

（①事業所数、②従業者数（事業所単位）、③創業比率、④１人当たり賃金） 

http://4.bp.blogspot.com/-tsdlJWr0cJE/VY4WnY9SFHI/AAAAAAAAusI/UG0r-TbYNg0/s800/job_tobisyoku.png
http://illpop.com/png_jobhtm/office_a28.htm
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・② 従業者数（事業所単位） 

 

  ○ 2009年から 2012年にかけて 1,514人減少しています。 

  ○ 従業者が最も多いのは「製造業」で、5,352人（32.4％）となっています。 

次いで、「卸売・小売業」2,924人（17.7％）、「医療・福祉」1,802人（10.9％）となっています。 

  ○ 順位で表すと、2012年（16,502人）は、県内では６位（17市町中）、全国では 603位（1,734市町村中）です。 

   

調査年 従業者数合計 

2009年 18,016人 

2012年 16,502人 

 

（合計内訳） 

 

農業，

林業 
漁業 

鉱業，

採石

業，砂

利採取

業 

建設業 製造業 

電気・

ガス・

熱供

給・水

道業 

情報通

信業 

運輸業，

郵便業 

卸売業，

小売業 

金融

業，保

険業 

不動産

業，物

品賃貸

業 

学術研

究，専

門・技

術サー

ビス業 

宿泊業，

飲食サ

ービス

業 

生活関

連サー

ビス

業，娯

楽業 

教育，

学習支

援業 

医療，福

祉 

複合サ

ービス

事業 

サービ

ス業

（他に

分類さ

れない

もの） 

2009年 557 22 5 1,358 5,534 7 39 1,066 3,479 351 265 270 1,227 961 486 1,691 214 484 

2012年 317 21 6 1,132 5,352 6 12 918 2,924 325 254 246 1,184 810 477 1,802 230 486 

                   

※従業者数（事業所単位）：営利目的で活動する企業・事業所に所属し、 かつ賃金・給与（現物給与を含む）を支給されて業務に従事している人数 

      出典：総務省「平成 21年経済センサス基礎調査」、総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス活動調査」 
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 ・③ 創業比率 

 

 ○ 市内の創業比率は減少傾向で推移しており、全国平均、香川県平均より下回っています。 

○ 順位で表すと、2009～2012年平均値（1.25）は、県内 10位（17市町中）、全国 965位（1,713市町村中）です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

※創業比率：ある特定の期間において、「①新設事業所（又は企業）を年平均にならした数」の「②期首（前回調査時点）において 

既に存在していた事務所（又は企業）」 に対する割合。①／②で算出。 

3.32

2.08 2.04

1.25

3.65

5.08

2.99

1.63

4.23

5.82

2.87

1.84

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

２００１～２００４年 ２００４～２００６年 ２００６～２００９年 ２００９～２０１２年

さぬき市 香川県平均 全国平均（％） 

出典：総務省「平成 13年、16年及び平成 18年事業所・企業統計調査」、総務省「平成 21年経済センサス基礎調査」、総務省・経済産業省「平成 24年経済 

センサス活動調査」 



 

9 

 ・④ １人当たり賃金（20歳～24歳、25歳～29歳） 

 

就職先を選択する理由の一つとして賃金額が挙げられることから、転出が多かった年代（20～29歳）及び転出先（東京都、大阪府、

兵庫県、徳島県）で比較してみました。 ※さぬき市人口ビジョンＰ11、14 参照 

   

○ 20～24歳：香川県は、５都府県中最も低く、全国平均よりも９万円下回っています。（2013年、全国 31位） 

○ 25～29歳：香川県は、５都府県中４番目で、全国平均よりも３万円上回っています。（2013年、全国 24位） ※47 都道府県中 

 

一人当たり賃金（20歳～24歳）                一人当たり賃金（25歳～29歳） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一人当たり賃金：所定内給与額（月単位）×12ヵ月＋年間賞与その他特別給与額で算出。常用労働者のうち「一般労働者」のみ集計（「短時間労働者」は含まず） 

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

257

265
260

248

296

304

288
284

283
288

278
282

279
276

280

271

247

257 256 257
256 258 258 257

240

250

260

270

280

290

300

310

２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

香川県 東京都 大阪府 兵庫県 徳島県 全国平均

303
312 308 312

368

384

367 367

342 345 342
350

338
331 334 334

297
307

297
291

306 310 309 309

240

260

280

300

320

340

360

380

400

２０１０年 ２０１１年 ２０１２年 ２０１３年

香川県 東京都 大阪府 兵庫県 徳島県 全国平均
（万円） （万円） 
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第３節 さぬき市創生に望むこと  

 

◆ 優先するべき人口減少対策・定住促進対策 

（全体） 

１位：「雇用の場の確保」（39.7％） 

２位：「生活の利便性の向上」（24.0％） 

「子育て支援、教育の充実」（24.0％） 

（属性別） 

20歳代・30歳代 

１位：「子育て支援、教育の充実」 

10歳代・40歳代以上 

１位：「雇用の場の確保」 

 

◆ よりよい労働市場形成のために必要な行政サービス 

１位：就労相談・マッチングの強化（33.3％） 

２位：インターンシップの促進支援（28.0％） 

  
（％） 

（第２次さぬき市総合計画市民アンケート・地方創生に関する事業所アンケートより） 

8.7 39.7 24.0 24.0

1.3 2.3

8.0 41.6 22.9 23.4

2.2 1.7

8.4 38.7 25.1 24.8

0.9 2.1

18.8 37.5 18.8 12.5 6.3 6.3

10.1 31.9 20.3 34.8

1.4 1.4

13.7 24.5 13.7 46.1

2.0 0.0

9.5 34.5 25.0 27.6

2.6 0.9

7.7 44.3 23.5 21.9

2.2 0.5

7.5 43.1 28.5 18.4

0.8 1.7

7.3 43.6 25.2 19.1

0.3

4.5

5.2 43.8 28.1 20.3

0.7 2.0

12.3 37.7 26.2 20.0

0.8 3.1

7.4 36.3 25.6 26.6

1.8 2.3

8.3 45.0 25.0 20.0

0.0 1.7

11.3 40.0 18.3 26.7

2.1 1.7

定住促進
奨励金な
ど給付事
業の拡充

雇用の場
の確保

生活の利

便性の向

上

子育て支
援、教育
の充実

その他 無回答

ｎ

1048

401

573

16

69

102

116

183

239

314

153

130

391

120

240

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

津田地区

大川地区

志度地区

寒川地区

長尾地区

（％）
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◆ 優先するべき観光資源のＰＲと交流を盛んにする取組 

   

（全体） 

１位：「広域的な観光ルートづくり」（33.4％） 

２位：「パソコンや携帯電話などを活用した 

情報発信」（22.2％） 

３位：「観光資源の掘り起こし」（21.8％） 

 

（属性別） 

 10歳代・20歳代 

１位：「パソコンや携帯電話などを活用した 

情報発信」 

30歳代以上 

１位：「広域的な観光ルートづくり」  

 

 

14.8 22.2 33.4 21.8

3.1

4.7

13.0 23.4 33.9 22.9 5.2

1.5

15.5 21.8 33.7 21.3

1.9

5.8

12.5 50.0 6.3 25.0 6.3

0.0

21.7 37.7 21.7 17.4

1.4 0.0

17.6 29.4 30.4 17.6 4.9

0.0

14.7 29.3 33.6 18.1

1.7 2.6

11.5 23.5 37.2 21.3 6.0

0.5

13.0 21.8 35.1 23.4

1.3

5.4

15.9 12.4 35.0

3.2

9.2

14.4 24.8 34.6 18.3

3.3

4.6

16.9 18.5 30.0 27.7

3.1 3.8

12.8 25.1 32.2 19.9

3.8

6.1

12.5 17.5 35.8 27.5

2.5 4.2

17.9 20.8 35.4 20.8

2.5 2.5

旅行会社

などによ

る観光ツ

アーの企

画

パソコン

や携帯電

話などを

活用した

情報発信

広域的な
観光ルー
トづくり

観光資源

の掘り起

こし

その他 無回答

ｎ

1048

401

573

16

69

102

116

183

239

314

153

130

391

120

240

24.2

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

津田地区

大川地区

志度地区

寒川地区

長尾地区

（％）

http://www.irasutoya.com/2015/06/blog-post_824.html
http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_08.html
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◆ 優先するべき子どもを産み育てるための支援 

 

（全体） 

１位:「ワーク・ライフ・バランスの推進・啓発」 

（30.1％） 

２位：「保育サービスの充実」（28.1％） 

「育児手当など子育て家庭への経済的な 

支援」（28.1％） 

 

（属性別） 

10歳代 

１位：「母子保健の充実」 

20歳代・30歳代 

１位：「育児手当など子育て家庭への経済的な 

支援」 

40歳代～60歳代 

１位：「ワーク・ライフ・バランスの推進・啓発」 

70歳以上 

１位：「保育サービスの充実」 

 

 

  

 

8.8 28.1 30.1 28.1

1.4 3.4

8.7 27.9 30.7 28.7

1.2 2.7

8.7 28.1 30.4 28.4

1.4 3.0

31.3 25.0 18.8 25.0

0.0 0.0

15.9 14.5 29.0 40.6

0.0 0.0

5.9 23.5 22.5 46.1

2.0 0.0

5.2 25.9 33.6 29.3 5.2

0.9

7.7 30.6 37.7 23.0

1.1 0.0

6.3 31.8 32.2 24.3

0.8

4.6

11.1 29.9 25.5 25.5

1.0

7.0

9.8 34.0 28.8 22.2

1.3 3.9

6.9 30.0 30.8 26.2

2.3 3.8

6.9 28.1 29.2 29.7

2.3 3.8

10.0 25.8 33.3 27.5

0.0 3.3

10.8 25.4 30.8 30.8

0.4 1.7

母子保健の
充実

保育サービ
スの充実

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンスの推
進・啓発

育児手当な

ど子育て家

庭への経済
的な支援

その他 無回答

ｎ

1048

401

573

16

69

102

116

183

239

314

153

130

391

120

240

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

津田地区

大川地区

志度地区

寒川地区

長尾地区

（％）
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◆ 子どもの教育の充実のために優先するべき取組 

 

（全体） 

１位：「子どもの学ぶ意欲を高める学校の指導」 

（31.7％） 

２位：「子ども一人ひとりを大切にする教育の推進」 

（19.2％） 

「奉仕活動など地域行事へ参加する機会の 

増加」（19.2％） 

 

（属性別） 

全ての属性 

１位：「子どもの学ぶ意欲を高める学校の指導」 

 

※20歳代のみ同率１位有り 

 「奉仕活動など地域行事へ参加する機会の増加」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 31.7 17.6 8.1 19.2

2.9 1.4

18.5 33.9 16.0 5.7 22.2

3.0 0.7

19.4 30.7 18.2 9.9 17.3

3.1 1.4

25.0 31.3 25.0

0.0

12.5 6.3

0.0

18.8 26.1 15.9 8.7 26.1

4.3 0.0

27.5 30.4 10.8 10.8 16.7

3.9 0.0

13.8 34.5 13.8 12.1 17.2 7.8

0.9

18.6 24.0 19.7 13.1 20.8

3.8 0.0

17.6 31.0 19.7 7.1 20.9

2.1 1.7

20.4 37.6 18.5

4.1

16.6

0.3 2.5

19.6 26.8 20.9 9.2 19.0

2.0 2.6

20.8 29.2 16.2 9.2 19.2

3.8 1.5

17.4 33.0 18.4 7.7 19.7

3.1 0.8

20.8 34.2 13.3 11.7 16.7

2.5 0.8

20.4 32.1 17.1 6.3 19.6

2.9 1.7

子ども一人

ひとりを大

切にする教
育の推進

子どもの学

ぶ意欲を高

める学校の
指導

いじめや

不登校へ

の対応

小人数学
級の導入

奉仕活動な

ど地域行事

へ参加する
機会の増加

その他 無回答

ｎ

1048

401

573

16

69

102

116

183

239

314

153

130

391

120

240

性
別

年
齢

居
住
地
区

全体

男性

女性

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

津田地区

大川地区

志度地区

寒川地区

長尾地区

（％）

http://www.irasutoya.com/2015/01/blog-post_711.html
http://www.irasutoya.com/2015/05/blog-post_116.html
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・【参考】市内事業所アンケート結果抜粋 

 

 

 

 

業種                     創業年                  代表者の年齢 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査名 「地方創生に関する事業所アンケート」 

調査対象 市内 500事業所 

回収数 207 

回収率 41.4％ 

調査時期 平成 27年６月 

製造業, 
24.2

建設業, 

16.4

卸売業, 

1.9

小売業, 

11.6

サービス

業, 24.2

その他, 
18.8

無回答, 

2.9

10年以

内, 7.7

11～20

年, 14.5

21年以

上, 62.3

無回答, 

15.5

40歳未

満, 6.3

40～59

歳, 37.7
60歳以

上, 47.8

無回答, 

8.2

（％） （％） （％） 
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雇用意欲                   現在の事業規模              ３年前頃と比較した今の景気 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年前と比べた売上の状況            今後の事業の方向性            将来的に市外へ移転する予定 

 

  

雇用を

増やせ

る状況

にない, 

49.8

数人程

度雇用

を増やし

たい, 

33.3

大幅に

雇用を

増やした

い, 3.4

その他, 
10.1

無回答, 
3.4

満足して

いる, 

40.1

満足して

いない, 

51.2

その他, 

5.3

無回答, 

3.4
よくなっ

てきた, 

15.9

変わらな

い, 46.4

悪くなっ

てきた, 
36.7

無回答, 
1.0

増加し

た, 23.2

変わらな

い, 35.3

減少し

た, 40.1

無回答, 

1.4

事業を

拡大した

い, 30.9

現状を

維持した

い, 51.7

事業を

縮小す

る(予定), 
3.9

廃業の

検討, 5.3

その他, 

2.9

無回答, 

5.3

移転を

検討して

いる, 1.4

予定は

ないが

移転す

る可能

性もあ

る, 9.7
移転す

る予定

はない, 
78.3

わか

らな

い, 
4.8

無回答, 

5.8

（％） （％） （％） 

（％） （％） （％） 
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第４節 さぬき市のチャレンジ 

第２節及び第３節の結果を踏まえ、人口減少対策に必要な視点を次のように考えます。 

 

●「『愛着度』と『定住意向』を更に深めていくこと」が必要です！ 

人口を保つためには、転出人口を抑制することも重要であることから、より一層、さぬき市への愛着度と定住意向を高めていく

ため、「ふるさとの良さ」と「住みやすさ」を感じられる取組が必要です。 

また、広く「さぬき市ファン」を増やすためには、地域資源を活かした観光ルートの開発等に取り組み、インターネットやメデ

ィアを利用したＰＲ活動の強化が必要です。 

 

さぬき市の強み 

・市民が市に愛着を感じ、定住意向が強い。 

・高速道路が利用しやすく、京阪神などの都会へのアクセスが良い。 

・定住意向が読み取れる新築軒数や住宅リフォーム件数が順調に 

推移している。 

・事業所数は減少し、それに伴って従業者数は減少しているが、 

いずれも県内 17市町中６番目である。 

・「事業を拡大したい」と考えている事業所（30.9％）が、 

「事業を縮小（3.9％）」又は「廃止（5.3％）」を検討している 

事業所を上回っている。 

・「将来的に市外へ移転する予定はない」と回答している事業所が 

多い（78.3％）。 

さぬき市の弱み 

・さぬき市に愛着を感じていても、20歳代になると、今後の定住 

意向が弱まる傾向にある。 

・自宅から最寄り駅や商店などが遠い地区では特に、自家用車が 

運転できないと不便な場合がある。 

・就職を考える機会が多い 20歳代前半世代の香川県平均賃金額が 

減少傾向にある。 

・創業比率が減少傾向にある。 

・インターネットを活用したＰＲ力が弱い。 

・景気回復を感じている市内事業所は少なく（変わらない 46.4％、 

悪くなってきた 36.7％）、１年前と比べて売上が減少した事業 

所が多い（40.1％）。 
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●「若者に魅力のある雇用環境の創造」が必要です！ 

雇用環境は縮小傾向を示し、県内や全国の他自治体と比較しても、決して高水準な位置とは言えない状況であることから、市内

事業所の事業拡大の支援や企業の誘致にも取り組みながら若者に魅力のある雇用環境を作っていくとともに、若者が創業して自己

実現を図りやすい環境を整備していくことを、非常に重要かつ喫緊の課題として捉え、早急に対策を打つことが必要です。合わせ

て、市内事業所の情報発信やインターンシップの推進、就職マッチングの強化が必要です。 

●「さぬき市で子育てをしたくなる環境づくり」が必要です！ 

20～40 歳代の子育て世代は、「子育て家庭への経済的な支援」と「仕事と子育てが両立できる環境づくり」を望む声が特に多く

なっていることから、この要望に応える取組が必要です。 

また、教育に対する期待はとても大きく、「学ぶ意欲を育むための教育の実践」をはじめ、地域活動への参加などを通して、点

数だけでははかれない子どもの長所を伸ばす取組が、子育て世代（世帯）の定住を考える上で欠かせない視点といえます。 

 

  

 

いつまでも市民にとって「住みよい・住み続けたいまち」であり続けることが、人口減少対策の最重要ポイントと考えます。 

特に、「地域の宝」である子どもたちが、生涯にわたってさぬき市で暮らしたくなる気持ちを高められるよう、子どもを産み、育て、

高齢になっても安心・安全に生活できるまちづくりが必要であることから、人財・自然・歴史・文化といった、本市の誇るべき地域資

源を新たな視点で融合させて、次の４つの基本目標に沿って、更なる「活力・うるおい・安心」づくりにチャレンジします。 

 

 

 

 

基本目標１「働く場をつくる」 

基本目標２「人の流れをつくる（変える）」 

基本目標３「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」 

基本目標４「生きがいをもって、安心して住み続けられる地域社会をつくる」 
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第５節 基本目標別施策の方向と具体的な施策 

基本目標１ 働く場をつくる  

 ○雇用の場の確保と労働環境の充実に対する市民満足度※1 H25  △2.23点 ⇒ H31 0.45点 

○観光地入込客数※2 H26 444万 2千人 ⇒ H31 475万人 

（１）産業振興、企業誘致等による雇用の場の拡大 

・中小企業者のニーズの的確な把握と迅速に対応するための体制整備 

・企業誘致の促進 

・新規創業・第二創業の促進 

・革新的な設備投資や新商品・サービス開発への支援 

・産学官連携の強化による新商品開発や技術の高度化の促進 

・販路開拓を支援するためのビジネスマッチング等の推進 

（２）農林水産業振興への新たな挑戦 

・遊休農地の新たな活用への挑戦 

・地域循環型新産業づくりへの挑戦 

・農作物の産地化に向けた支援 

・水産物の消費拡大に向けた支援 

（３）後継者不足の解消 

・若者向けの就職支援活動の強化 

・地域産業を支える若手経営者や技術者などの 

育成支援 

・後継者育成の支援（農業・水産業） 

（４）地域資源を活かした観光振興と知名度アップ活動 

・「平賀源内」をキーワードにしたさぬき市ファンづくりの実践 

・さぬき市に何度も訪れたくなる着地型旅行商品の開発 

・滞在型観光・交流の促進 

・新たな観光資源の開発・掘り起こしと観光客誘致の推進 

・地域資源を活用した新たな特産品の開発・ 

ブランド化・販路開拓の一体的支援 

・さぬき市の魅力発信の強化 ・まちづくり寄附（ふるさと納税）の推進 

 

 

  

 

 

基本目標の数値目標

と施策の方向です。 

※1：総合計画基本計画策定に係る市民アンケート結果による。最高点 10点、中間点 0点、最低点△10点     ※2：香川県実施の観光動態調査結果による 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI6rOjoKqWxwIVIiWmCh35uQqq&url=http://matome.naver.jp/odai/2140198460126352501&ei=UU7EVarHFaLKmAX586rQCg&psig=AFQjCNHssJF_uxyx6FSaPkNMPEOY-17ijw&ust=1439014865439075
http://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_5673.html
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（１）産業振興、企業誘致等による雇用の場の拡大 
 

施策概要・目的  

 企業の立地は、雇用機会の確保をはじめ、関連産業の活性化、税収確保など多くの効果をもたらすことから、誘致へのインセンティブにつなが

る補助制度等の運用・情報発信に取り組んできましたが、積極的な誘致活動には至らず、適地不足等から、企業ニーズに十分に応えられてはいま

せんでした。今後は、トップセールスの推進や、学校施設等跡地も含めた市有地の更なる有効活用を目指し、新たな企業誘致施策を展開していき

ます。 

また、産業支援機関、地域金融機関、大学等との異業種連携などを通じて、市内企業、特に中小企業を振興・発展させるとともに、新たなビジ

ネスや販路開拓の支援等を通じて、新規創業や第二創業につなげ、地域経済と雇用の拡大に努めます。 
 
 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・中小企業者のニーズの的確な把握と迅速に対応するための体制整備（商工観光課） 

中小企業者のニーズの的確な把握や様々な課題の解決を積極的に支援するた

め、専門家による相談会を定期的に開催するとともに、アドバイザーの配置など

により迅速かつ機動的な支援体制を目指します。 

支援件数 １３件 ４０件 

・企業誘致の促進（商工観光課、政策課） 

未利用地の情報発信とともに、学校施設等跡地を企業等へ貸付又は売却するこ

とを前提とした提案募集を引き続き実施し、トップセールスも行いながら積極的

に企業誘致活動に取り組みます。 

企業立地件数 

※H25からの累計件数 
３件 １５件 

・新規創業・第二創業の促進（商工観光課、政策課） 

「創業支援事業計画」に基づき、産業支援機関や地域金融機関との連携により、

相談事業をはじめとする各種支援策を推進するとともに、創業時における拠点の

確保づくり支援します。また、既存企業における新事業・新分野進出などの第二

創業を推進することにより、地域企業の活力の回復・向上を図ります。 

創業支援事業計画に基づく 

創業件数 

１件 

※商工会支援実績 
５件 
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・革新的な設備投資や新商品・サービス開発への支援（商工観光課） 

中小企業者が産業支援機関や地域金融機関との連携により取り組む革新的な

設備投資や新商品・サービスの開発に係る設備投資等を支援することにより、地

域産業の持続的な発展と地域の活性化を図ります。 

支援事業所数 

※ものづくり・商業・サービス開

発支援補助金制度に係る書類作

成等支援 

０社 ４社 

・産学官連携の強化による新商品開発や技術の高度化の促進（商工観光課、政策課、農林水産課） 

徳島文理大学香川校の技術シーズと企業ニーズのマッチングを推進するため

の相談会等の開催や研究成果の情報発信を強化することにより、市内企業の新商

品開発や技術の高度化の促進を図ります。また、徳島文理大学に対し、企業ニー

ズに応じた研究開発を呼び掛けるとともに、産学官でアイデアを出し合い、新商

品開発や調査研究にも取り組みます。 

連携件数 

※H26からの累計件数 
０件 ６件 

   

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
商工業経営支援事業 商工観光課 ２，１２６ 

企業立地推進事業 商工観光課 ９５，１４９ 

創業支援事業 商工観光課 １，５５７ 

企画事業 政策課 ２０，５７６ 

水産業振興事業 農林水産課 ８，４７６ 

商工業等活性化支援事業 商工観光課 ６，３５３ 

  

・販路開拓を支援するためのビジネスマッチング等の推進（商工観光課） 

中小企業者の新商品・新技術等の販路開拓や事業者間の連携構築を図るため、

商談会や展示会への参加を支援するなど、ビジネスマッチングの推進に取り組み

ます。また、マーケティング力の強化を図るためのセミナー等を開催します。 

支援件数 ０件 １３件 
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（２）農林水産業振興への新たな挑戦 
 

施策概要・目的  

 農林業従事者の高齢化及び後継者不足による廃業や経営規模の縮小により、農地の遊休化、森林の荒廃などが進んでいます。これにより、海の

水質等が変化し、漁獲量の減少・水産物の品質の低下による廃業など、水産業にも悪影響が出始めるとともに、イノシシやサル等の有害鳥獣が住

宅街に出没し、市民生活にも大きな影響が出始めています。この悪循環を断ち切るため、まずは、中山間地域における遊休農地で、多様な用途が

期待できるオリーブの栽培を推進します。そして、搾油したオリーブオイルを使用した郷土料理の開発をはじめ、搾油残渣等を、養殖魚の餌や農

作物の肥料等に転換したり、竹や間伐材の更なる活用などを目指した、地域循環型の新たな農林水産業振興施策に挑戦します。 

また、県内外でのトップセールス等により、市内で生産される農作物や水産物の消費拡大・販売利益の向上を支援します。 
 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・遊休農地の新たな活用への挑戦（農業委員会事務局、農林水産課） 

地域循環型新産業づくりへの取組を支援し、遊休農地の再活用と雇用の創出に

つなげるため、温暖で雨の少ない瀬戸内式気候に適して栽培しやすく、健康志向

の現代人の需要が期待できるオリーブ等を、中山間地域の遊休農地等で栽培する

よう推進します。 

オリーブ栽培面積 

 

遊休農地活用事業で再生した 

農地面積 ※H28からの累計面積 

０．５２ha 

 

０ha（H28制度なし） 

 

２．５０ha 

 

２ha 

 

・地域循環型新産業づくりへの挑戦（農業委員会事務局、農林水産課） 

市内の漁業者・農業者・林業者・大学・企業等とともに、農林水産物の加工時

に発生する廃棄物や市内に繁茂する竹等を資源とする地域循環型新産業の創出

について検討します。 

協議会の設置 未設立（取組なし） 設立 

・農作物の産地化に向けた支援（農林水産課） 

 農協等の関係機関と連携し、市内農産品に消費者ニーズに合わせた付加価値を

つけるための生産活動を支援するとともに、トップセールスによる大消費地への

ＰＲ活動や、農業者の６次産業化への取組を支援します。 

 

農産品の販売額 

※ＪＡ報告による 
１０億９千万円 １３億円 
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・水産物の消費拡大に向けた支援（農林水産課） 

漁協等の関係機関と連携し、ヒラメの稚魚の放流等、水産資源の確保を目的と

した取組を支援するとともに、水産物の販売拡大や水産物に付加価値をつける加

工活動を支援します。 

陸揚量（ヒラメ） 

※港勢調査による 

８．９ｔ 

（H25実績） 

８．９ｔ 

 

   

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 

農業委員会交付金事業 農業委員会事務局 １７，１７６ 

遊休農地活用事業 農林水産課 １，０００ 

農業振興事業 農林水産課 １１，５１８ 

水産業振興事業 農林水産課 ８，４７６ 
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（３）後継者不足の解消 
 

施策概要・目的  

 本市の人口減少の要因の一つである、就職による転出に歯止めをかけるとともに、地域産業を支える優秀な人材を確保・育成するため、さぬき

市地域就職サポートセンターや公共職業安定所等との連携により、地元の高校や大学に通う若者等の市内企業への就職支援や、地域産業を支える

ための経営・技術のノウハウを伝える人材育成活動を推進します。 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・若者向けの就職支援活動の強化（商工観光課） 

市内企業への就職をＰＲするため、高校生や大学生のインターンシップ受入れ

企業の拡大を図るとともに、企業見学バスツアーや企業紹介イベント等を開催し

ます。特に、徳島文理大学香川校の学生の市内企業への就職を支援するため、当

大学学生限定の相談会や企業見学会などを開催するとともに、求人情報の発信を

行うなどの連携を図ります。 

就職サポートセンターの 

マッチングにより就職した人数 
１２人 ２４人 

・地域産業を支える若手経営者や技術者などの育成支援（商工観光課） 

地域の中小企業等を活性化させるために最も重要な人材確保につなげるため、

産業支援機関や地域金融機関などと連携して、経営戦略や新技術の習得につなが

る取組を支援します。 

人材育成年間支援企業数 ０社 ３社 

・後継者育成の支援（農業・水産業）（農林水産課） 

 農業後継者である意欲ある新規就農者や、集落営農組織の活動を、国や県の補

助制度等を活用しながら支援するとともに、香川県等の関係機関と連携しなが

ら、農地や資金の確保、栽培技術の習得のためのサポートを行います。また、水

産業の担い手育成の一環として、水産業のＰＲに向けた水産教室を開催します。 

担い手の耕作農地面積 

 

水産教室参加者数 

４５２ha 

 

５６人 

６００ha 

 

５６人 

 

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
地域就職サポートセンター事業 商工観光課 ３，４２０ 

商工業経営支援事業 商工観光課 ２，１２６ 

担い手育成事業 農林水産課 ６４，５５９ 
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水産業振興事業 農林水産課 ８，４７６ 
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（４）地域資源を活かした観光振興と知名度アップ活動 
 

施策概要・目的  

 これまで、様々な団体が観光資源開発や特産品（土産）づくりに取り組み、地域資源ごとに魅力を磨き上げてきました。更なる観光振興に基づ

くにぎわいづくりと雇用の創出を目指し、市民や企業等と知恵を出し合い、今ある地域資源を新たな視点でつなぎあわせるとともに、新たな付加

価値づくりにチャレンジし、ストーリー性を持った「さぬき市ブランド」をつくります。 

 また、まち・ひと・しごとの好循環の確立のためには、国内外で「さぬき市」の知名度を上げることが重要であるため、あらゆる機会を使って、

さぬき市の魅力をＰＲしていきます。 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・「平賀源内」をキーワードにしたさぬき市ファンづくりの実践（商工観光課、学校教育課、生涯学習課、政策課） 

全国的にも知名度の高い地域資源「平賀源内」をキーワードに、源内の足跡や

功績と多様な地域資源をつないだ観光地域づくりや飲食メニューの開発等を行

い、「源内生誕の地・さぬき市」を広くＰＲするためのイベントを開催します。

また、子どもたちに、源内の多様性とチャレンジ精神を学べる機会を提供します。 

平賀源内記念館入館者数 

 

源内の改革プロジェクト収入額

（開発商品販売額等） 

※H28からの累計額 

８，４００人 

 

３１万円 

（H28実績） 

 

１０，５００人 

 

１２０万円 

 

 

・さぬき市に何度も訪れたくなる着地型旅行商品の開発（商工観光課） 

旅行者が出発する地域（主に都市部）の旅行会社で企画される「発地型旅行商

品」では体験できない、地元の人しか知らないような穴場や楽しみ方などを、地

域団体や企業等と一体となって発掘し、「さぬき市遊学のススメ」（着地型旅行

商品）として発信できるよう取り組みます。特に、国指定史跡の津田古墳群や、

お遍路を題材にした新たな旅行商品の開発に取り組みます。 

着地型旅行商品数 ８件 ２５件 

・滞在型観光・交流の促進（商工観光課、生涯学習課、男女共同参画・国際交流推進室、子育て支援課） 

多様なスポーツ施設や宿泊施設を有する自然休養村（通称：みろく自然公園）

の再整備を通して、年齢・性別・国籍を超えて、集い・学び・遊べるスポットと

しての活用を促進し、市内における長時間滞在と、ビジネスチャンスの増加につ

自然休養村内施設利用者数 

 

 

１０６，６７７人 

（H27実績） 

  

１１１，６００人 
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なげます。 みろく温泉・みろく荘宿泊者数 ２，５３２人 

（H27実績） 

３，７００人 

・新たな観光資源の開発・掘り起こしと観光客誘致の推進（商工観光課） 

情報発信力のあるブロガーや観光開発事業者等を活用して、観光客増加につな

がる、新たな観光資源や観光ルートの開発に取り組みます。また、旅行事業者等

を対象としたモニターツアーを実施し、各社が企画・販売するバスツアーや団

体・個人向け旅行商品に、本市の観光地の組み入れを目指します。 

観光資源開発件数 

※H26からの累計件数 
１件 ５件 

・地域資源を活用した新たな特産品の開発・ブランド化・販路開拓の一体的支援（商工観光課、農林水産課） 

「地域資源（さぬきワイン・桐下駄・農林水産物等）を活用した特産品や新メ

ニューづくり・ブランド化・販路開拓」を一体的に支援します。また、新たな可

能性を引き出すため、農林漁業団体、産業支援機関、地域金融機関、飲食店等と

連携した異業種交流会やモニターイベント等を開催します。 

特産品開発・ブランド化件数 

※H26からの累計件数 
０件 ２８件 

・さぬき市の魅力発信の強化（商工観光課、秘書広報課） 

香川県のアンテナショップ・ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）・ラ

ジオ・雑誌・ホームページ等を活用するとともに、首都圏や関西圏等で開催され

る観光物産展や観光イベントへの参加等を通して、市内の魅力を積極的にアピー

ルします。また、津田の松原サービスエリア、道の駅、天体望遠鏡博物館などの

公共施設を利用して、「ここにしかないモノ」を発信・提供することで、リピー

ターを増やします。 

さぬき市観光協会ホームページ 

訪問者数 

 

さぬき市ホームページトップペ

ージアクセス数 

４４，４２５人 

 

 

２５７，３９８件 

（H27実績） 

４７，０００人 

 

 

３０１，２５０件 

 

・まちづくり寄附（ふるさと納税）の推進（秘書広報課） 

 市の特産品を更に活用して、まちづくり寄附（ふるさと納税）に伴う寄附者へ

の返礼品数の充実を図るとともに、市の知名度向上につながる返礼品の開発に取

り組みます。 

まちづくり寄附額 

※ふるさと納税分に限る 
３１０万円 ９，０００万円 

    

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
企画事業 政策課 ２０，５７６ 

文化団体支援事業 生涯学習課 １１９，９３４ 
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観光協会事務局事業 商工観光課 ３４，７２７ 

観光事業 商工観光課 ６，１９４ 

みろく自然公園管理事業 商工観光課 １９，３５６ 

国際交流事業 男女共同参画・国際交流推進室 １，２７７ 

商工業等活性化支援事業 商工観光課 ６，３５３ 

ホームページ管理運営事業 秘書広報課 ８，４７３ 

まちづくり寄附推進事業 秘書広報課 ４５，９３８ 
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基本目標２ 人の流れをつくる（変える） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○定住促進対策に対する市民満足度※3   H25  △1.46点 ⇒ H31 0.33点 

○社会動態の人口増減数※4   H26  △１人 ⇒ H31 ０人 

（２）複住（週末・季節通い）の促進 

・さぬき市暮らし体験ツアーの実施 

・暮らし体験ハウスの充実、魅力体験プログラムの拡充 

・市民農園（仮称）の整備 

（１）移住の促進 

・若者世帯等の定住促進施策の拡充（三世代同居等の奨励） 

・住宅建築・購入支援施策の拡充 

・農地付き空き家の提供 

・住宅リフォーム支援制度の拡充 

・高速バスストップ駐車場の充実 

（３）若者の定住促進 

・さぬき市奨学金返還金の減額 

・（独）日本学生支援機構奨学金返還者に対する元金及び利子補助 

 

 
 

 

基本目標の数値目標

と施策の方向です。 

※3: 総合計画基本計画策定に係る市民アンケート結果による。最高点 10点、中間点 0点、最低点△10点    ※4：香川県人口移動調査報告による 

http://1.bp.blogspot.com/-sZWA3X8pMbw/VMItlsBbM2I/AAAAAAAAqvo/gqyqv86WK4E/s800/myhome_family_kengaku.png
http://4.bp.blogspot.com/-qVQh6gOZnds/Uj_2_9SRxKI/AAAAAAAAYGU/S5I5ZWG4Jnc/s800/sotsugyou_hakama.png
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（１）移住の促進 
 

施策概要・目的  

人口減少を緩和するためには、出生者と転入者を増やすことが重要です。住宅取得や結婚を機会とする定住促進施策に加えて、子育て中の世帯

や、将来子育てをする若い世帯の三世代同居・近居をはじめとする移住を促進する施策に取り組みます。 

また、移住希望者のニーズが多い、家庭菜園ができる農地付き空き家の提供に努めるとともに、住まいのリフォーム支援、都会への買い物等に

役立つ高速バスストップ駐車場の拡充に取り組みます。 

 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・若者世帯等の定住促進施策の拡充（三世代同居等の奨励）（政策課） 

夫婦いずれかが 40 歳以下の若い夫婦の定住を促進するため、結婚定住奨励金

制度を継続します。加えて、国・県の移住支援制度の活用も含め、市内への移住

を考えている子育て世帯等を、「三世代同居等奨励金」や「移住促進家賃等補助

金」等でバックアップします。 

結婚定住奨励金の交付数 

三世代同居等奨励金の交付数 

移住促進家賃等補助金の交付数 

５２組 

０組（制度なし）  

０組（H27制度なし） 

９５組 

２０組 

３０組 

・住宅建築・購入支援施策の拡充（政策課） 

市外からの移住をはじめ、市内での居住の継続を支援するため、市内で住宅を

建築・購入して定住する方への定住奨励金制度を継続します。 
定住奨励金の新規交付数 １６９件 １８０件 

・農地付き空き家の提供（農業委員会事務局、政策課） 

 農地付き空き家への移住を支援するため、中山間地域等の特定地域における農

地取得下限面積を 40a以上から 10a以上に緩和し、家庭菜園等を楽しめる機会を

提供します。 

空き家バンクに掲載した特定地

域内の農地付き空き家への移住

件数 

０件（制度なし） ３件 

・住宅リフォーム支援制度の拡充（都市計画課、政策課） 

 定住できる住まいづくりに向けたリフォームを支援するため、住宅リフォーム

支援事業を継続します。加えて、空き家バンクに掲載している空き家を購入し、

リフォームする者に対して、上乗せ交付を行います。 

空き家バンク掲載物件でリフォ

ーム支援を受けた件数 
０件（制度なし） １０件 
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・高速バスストップ駐車場の充実（都市計画課） 

高速バスが停車する津田バスストップと志度バスストップは、本市と京阪神地

区等を結ぶ拠点です。老若男女が高速バスを使って、都会と本市を気軽に行き来

できるよう、バスストップに併設する駐車場の区画拡大等に取り組みます。 
高速バス乗降人数 

津田バスストップ 

３１，０１８人 

志度バスストップ 

５９，９８８人 

津田バスストップ 

３６，０００人 

志度バスストップ 

６３，３００人 

   

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
定住促進事業 政策課 ４１，８５９ 

住宅リフォーム支援事業 都市計画課 ２８，８６０ 

バスストップ駐車場管理事業 都市計画課 ４２，７１５ 
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（２）複住（週末・季節通い）の促進 
 

施策概要・目的  

人口減少と少子高齢化が著しい本市にあって、移住・定住人口を増加させるためには、その前段として、「さぬき市に来て・見て・知る」機会

を提供し、交流人口を増やすことが重要であることから、本市での暮らしを気軽に体験できる短期滞在型施設や、暮らし方を学べる住民との意見

交換の場を提供します。 

また、本市への愛着を高めるきっかけづくりとして、自ら農作物を育て、収穫する喜びを体験できる農園を整備します。 
 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・さぬき市暮らし体験ツアーの実施（政策課） 

本市への移住を希望又は検討する方が、先輩移住者等との交流等を通して、さ

ぬき市での暮らしをイメージできる「さぬき市暮らし体験ツアー」を実施します。 
暮らし体験ツアー参加者数 １４人 ２５人 

・暮らし体験ハウスの充実、魅力体験プログラムの拡充（政策課） 

短期滞在型の生活体験施設「さぬき市暮らしお試しハウス」の利用者満足の向

上に努めるとともに、住民と話し、楽しみながら地域の現状を学べる「魅力体験

プログラム」を拡充し、さぬき市暮らしのイメージづくりをバックアップします。 

暮らし体験ハウス年間利用件数 

 

暮らし体験ハウス稼働率 

０組（制度なし） 

 

３１．７％ 

（H27実績） 

１５組 

 

６０．０％ 

・市民農園（仮称）の整備（農業委員会事務局、農林水産課） 

「農業」を通じ、本市への愛着を深めながら何度も訪れてもらうため、都市圏

などに住む農業に興味のある方が市内で営農体験できる「市民農園（仮称）」を、

地域住民の協力を得ながら整備していきます。 

農園数 ０農園（制度なし） ２農園 
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H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 

定住促進事業 政策課 ４１，８５９ 

農業委員会交付金事業 農業委員会事務局 １７，１７６ 
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（３）若者の定住促進 
 

施策概要・目的  

さぬき市の若い世代が、大学進学や就職等をきっかけに市外に転出していきます。将来のさぬき市を担っていく若者を１人でも多く増やすため

には、都市圏の大学等から地方企業への就職を促進させる必要があります。そこで、卒業後の進路としてさぬき市を選択する大学生等の増加を図

るため、奨学金等を活用した大学生等の定住施策に取り組みます。 
 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・さぬき市奨学金返還金の減額（教育総務課） 

さぬき市奨学金の貸与を受けている奨学生が、市内に定住し、市内企業で就業

した場合は、当該返還金を減額します。 
減額者数 ０人（制度なし） １０人 

・（独）日本学生支援機構奨学金返還者に対する元金及び利子補助（教育総務課） 

（独）日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けている奨学生が市内に定住した

場合は、当該返還金の一部又は利息分を補助します。 
受給者数 ０人（制度なし） １５人 

 

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
奨学金事業 教育総務課 ２８，５５０ 
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基本目標３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる  

 

  ○年間出生数※5  H26  249人 ⇒ H31 280人 

○児童生徒 1,000人当たりの不登校児童生徒数※6  H26 小 3.7人、中 18.4人  ⇒ H31  小 1.5人、中 18.0人 

（１）結婚・出産・子育て支援 

・婚活応援事業の支援 

・少子化対策の推進（不妊治療費助成） 

・少子化対策の推進（子育て不安の解消） 

・子ども医療費助成制度の拡充 

・児童館の充実 ・放課後児童クラブの拡充 

・子育て支援ネットワークの活動支援 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進と女性等の更なる 

活躍の推進 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・病児・病後児保育の継続 

・女性や有資格者等の就労支援の強化 

 

（３）多様性のある人材の育成 

・公共施設等を活用した多世代交流とふるさと教育の推進 

・学校支援ボランティアの拡充 

・学校支援ボランティアを活用する学校等の拡充 

・ひとりひとりの頑張りを評価する教育の推進 

・国際社会を担う子どもたちの育成支援 

 

  

 

基本目標の数値目標

と施策の方向です。 

※5：健康福祉部国保・健康課調査報告による      ※6： 香川県学校基本調査報告による    

http://3.bp.blogspot.com/-mPx3jQOO-AE/U57C5Vp6ThI/AAAAAAAAhec/F4nT6D56yrI/s800/akachan_family.png
http://www.irasutoya.com/2012/02/blog-post_637.html
http://www.irasutoya.com/2014/06/blog-post_6173.html
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（１）結婚・出産・子育て支援 
 

施策概要・目的  

 未婚率の上昇、晩婚化の進行、子育てへの経済的負担感、結婚や子育てに関する価値観の変化などにより少子化が進行するとともに、核家族化

の進行や地域のつながりの希薄化により子育て家庭の孤立化が進んでいます。子どもの声があふれるまちづくりに向け、地域や社会全体で子育て

を応援する機運を高めながら、安心して子どもを生み育てられる環境づくりに取り組みます。 

 また、安心して子どもを産み、ゆとりを持って健やかに育てるための家庭や地域の環境づくりにおいて、妊産婦・乳幼児への母子保健対策は重

要です。そこで、経済的負担の大きい不妊治療に対する治療費の助成やパパママ教室等を実施し、妊娠期から父親等に対し、育児参加の意識付け

に取り組みます。 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・婚活応援事業の支援（商工観光課、政策課） 

 地域活性化支援事業等を活用し、市民団体等が企画・運営するアイデアあふれ

る婚活応援事業の実施を推進します。 

婚活事業の実施回数 

※H26からの累計数 
２回 １２回 

・少子化対策の推進（不妊治療費助成）（国保・健康課） 

不妊や不育で悩む夫婦に対し、不妊治療等の経済的負担の軽減を図り、子ども

をもつことを諦めず、確実に妊娠・出産できる機会を増やし、少子化対策（出生

率の向上、定住人口の拡大）を推進します。 

特定不妊治療費助成件数 ０件（制度なし） ４５件 

・少子化対策の推進（子育て不安の解消）（国保・健康課） 

休日を利用して、両親で参加できる体験型教室（パパママ教室）を開催し、親

としての自覚の高揚と父親の育児参加を図ります。また、妊娠届出時にアンケー

トを行い、妊婦の心身の状況を把握し、保健指導に繋ぐことで、妊娠期からの育

児不安の軽減を図っていきます。 

パパママ教室の参加者数 ５９人 １２８人 

・子ども医療費助成制度の拡充（子育て支援課） 

 小学１年生～中学３年生（６歳に達した後最初の４月１日から 15 歳に達した

最初の３月 31日まで。ただし４月１日生まれは 15歳に達する前日まで）の保険

適用の診療にかかる自己負担分について、入院に加えて通院部分も助成します。 

小・中学生の人数 

 

子ども医療費の受給率 

３，８３３人 

 

７８％（H28実績） 

３，４３３人 

 

９０％ 
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・子どもが安心して遊べる児童館の充実（子育て支援課） 

 子どもや子ども連れなどが安心して集い遊べるよう、新しい遊具の設置など、

児童館の充実を図り、児童に健全な遊びや体験活動の場を提供して、子どもたち

の健康増進と情操教育に取り組みます。 

年間利用者数 

（児童館） 
８，３４１人 １０，０００人 

・放課後児童クラブの拡充（子育て支援課） 

 保護者の就労等により昼間家庭にいない小学生の健全な育成を図り、放課後等

に子どもが安心して活動できるよう、小学６年生までの受入と小学校敷地内での

運営を目指し、放課後児童クラブを推進していきます。 

年間登録児童数 

（放課後児童クラブ） 
４４１人 ６３０人 

・子育て支援ネットワークの活動支援（子育て支援課） 

行政・子育てサークル・ＮＰＯ・企業等が連携・協働できる「子育て支援ネッ

トワーク」を構築し、年間を通して少子化や子育て支援を考えるイベントや人材

育成のための研修会などを開催し、市全体で子育てを支援する機運の醸成に努め

ます。 

登録会員数 

(ネットワーク団体) 
０団体（制度なし） ５０団体 

    

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 

商工業振興事業 商工観光課 ７７，３５１ 

母子保健・支援事業 国保・健康課 ４１，１８１ 

子ども医療費支給事業 子育て支援課 ７３，４５１ 

児童館運営事業 子育て支援課 １１，２３８ 

児童健全育成事業 子育て支援課 ９９３ 

放課後児童クラブ事業 子育て支援課 ７８，１１３ 

志度放課後児童クラブ事業  子育て支援課 ４，１４１ 

鴨庄放課後児童クラブ事業 子育て支援課 ２，４１５ 

地域組織活動育成事業 子育て支援課 １８０ 

  



 

 

 

 

37 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進と女性等の更なる活躍の推進 
 

施策概要・目的  

 自らの能力を社会で発揮しながら子どもを産み、育てるためには、仕事と私生活を両立できることが重要です。市内企業の人材確保にも役立つ、

働く者の立場に立った職場環境づくりを企業に働きかけるとともに、子育て等で離職した女性の就労や、有資格者の再就職を支援するための支援

を強化します。 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・ワーク・ライフ・バランスの推進（商工観光課） 

働く者にとって、仕事と私生活を両立しながら働ける企業は魅力的であること

から、人材確保と企業イメージアップにつなげるためにも、市内企業に対し、ワ

ーク・ライフ・バランスの重要性を啓発し、推進企業のＰＲに努めます。 

就職サポートセンターで紹介し

たワーク・ライフ・バランス推進

企業数 ※H26からの累計数 

０社 ５社 

・病児・病後児保育の継続（子育て支援課、市民病院） 

働く保護者等の子育て支援の一環として、病気の子どもをお預かりする「病

児・病後児保育室」の運営を継続します。 
年間受入延べ人数 延べ４４１人 延べ６９０人 

・女性や有資格者等の就労支援の強化（商工観光課） 

働く意欲と能力がありながら、子育て等の事情により就労していない女性や、

ブランク等による現場復帰への不安が払しょくできない有資格者等を対象にし

た就労支援相談会・講習会を開催するとともに、市内関係事業所等との就労マッ

チングに努めます。 

就職サポートセンターマッチン

グによる看護師・介護士・保育士

の就労人数 ※H26からの累計人数 

２人 １０人 

    

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
地域就職サポートセンター事業 商工観光課 ３，４２０ 

病児・病後児保育事業 子育て支援課 １３，１３６ 
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（３）多様性のある人材の育成 
 

施策概要・目的  

ふるさとへの理解と愛着を高めるため、地域の多様な資源や人材を活用しながら、「ふるさと」を教材とした魅力ある教育を推進するとともに、 

スクールソーシャルワーカーや心の教室相談員等、教員とは異なる専門性や経験を有する専門的な人材を学校に配置し、様々な課題を抱える子ど

もに対してきめ細かな対応を行うことで、子どもたちの自己肯定感を高め、元気に学校に通える子どもを増やします。 

また、今後更に国際化が進むことが想定されることから、幼少期から外国人と触れ合える機会を増やすなど、国際社会で活躍できる能力を育む

ことができる環境づくりを強化します。 
 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・公共施設等を活用した多世代交流とふるさと教育の推進（学校教育課、生涯学習課） 

ふるさとを教材とした学習活動の推進や地域人材を活用した効果的な教育活

動についての研究を進めます。また、市内の文化財や景勝地等を現地で学ぶ学習

活動を推進するとともに、学校支援ボランティア等を活用し、地域の人々と共に

身近なふるさとの素晴らしさを体験できる学習活動を支援します。 

「地域や社会をよくするために

何をすべきかを考えることがあ

る」の割合 

※全国学力・学習状況調査質問紙調査 

３７．６％（小６） 

 

３１．５％（中３） 

 

５０.０％（小６） 

 

５０.０％（中３） 

・学校支援ボランティアの拡充（生涯学習課、学校教育課） 

学校、家庭、地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整え、地

域の教育力を高め、学校教育を支援するために、「学校支援ボランティア人材バ

ンク」を設置し、市民の協力及び参画の機会の拡充に努めます。また、旧町ごと

（５地区）に、学校支援ボランティアコーディネーターを配置し、学校支援ボラ

ンティアの管理・調整に取り組みます。 

学校支援ボランティア数 

 

学校支援ボランティア 

コーディネーター数 

４５２人 

 

２人 

８００人 

 

５人 

・学校支援ボランティアを活用する学校等の拡充（生涯学習課） 

地域住民も参画しながら学校教育を支援する仕組みとして、３つの中学校区に

それぞれ「学校支援地域教育協議会」を設置しました。各協議会において、学校

支援ボランティア活動の企画や広報活動等を継続し、学校支援ボランティアを活

用する学校等の数を増やします。 

学校支援ボランティアを活用す

る学校等（保・幼・小・中・児童

館）の割合 

 

９０％ 

（H28実績） 

 

１００％ 
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・ひとりひとりの頑張りを評価する教育の推進（学校教育課） 

スクールソーシャルワーカーを小中学校に派遣することにより、専門性を生か

して様々な課題を抱える子どもに対してきめ細かな対応を行うとともに、グルー

プワークトレーニングやソーシャルスキルトレーニング等を実施し、子どもたち

のよりよい人間関係づくりを支援します。また、学校内におけるチーム体制づく

りの構築、関係機関等とのネットワークの構築、保護者や教職員等に対する支

援・相談活動など、教育相談体制の充実を図ります。 

「自分には、よいところがあると

思いますか」の割合 

 

「将来の夢や目標を持っていま

すか」の割合 

※全国学力・学習状況調査質問紙調査 

７３．１％（小６） 

６３．２％（中３） 

 

８５．９％（小６） 

７４．３％（中３） 

（H30実績） 

８１．１％（小６） 

７６．２％（中３） 

 

８６．９％（小６） 

７５．３％（中３） 

 

・国際社会を担う子どもたちの育成支援（教育総務課、学校教育課） 

 ＡＬＴ（外国語指導助手）等を各小・中学校に配置して、保・幼・小・中の一

貫した英語教育を推進し、子どもたちの「英語を聞く力・話す力」を育て、外国

人とのコミュニケーション力を養います。 

外国語活動支援員（小学校）及び

ＡＬＴ（中学校）の配置率 

 ２０％（小学校） 

６７％（中学校） 

１００％（小学校） 

１００％（中学校） 

 

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
学校教育推進事業 学校教育課 １２，９８５ 

学校支援ボランティア推進事業 生涯学習課 ３，６４９ 

教育相談体制支援事業 学校教育課 １１，３５１ 

国際理解教育推進事業 教育総務課 １４，７６８ 

学校教育活動支援事業 学校教育課 １８，０８８ 
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基本目標４ 生きがいをもって、安心して住み続けられる地域社会をつくる 

   

    

 

 

 

 

 

 

○患者紹介率※7      H26  29.8％   ⇒ H31  36.0％ 

○要介護認定率※8    H26 20.37％ ⇒ H31 21.45％ 

（１）さぬき市民病院による、健康に暮らし続けるためのサポート 

・周産期医療の充実 

・大川地区小児夜間急病診察室の継続 

・救急医療における提供体制の維持 

・地域包括ケア病棟の運営 

・認知症専門外来の継続 

・在宅療養支援の推進 

 

（２）高齢になっても安心して暮らせる地域づくり 

・小さな拠点づくり 

・高齢者の元気づくり支援（介護予防・日常生活支援総合事業） 

・安全に利用できるコミュニティバスの推進 

 

 

 
 

基本目標の数値目標

と施策の方向です。 

※7：他の医療機関から紹介されて来院した患者数／来院患者数      ※8：要介護認定者数／65歳以上人口  

http://www.irasutoya.com/2015/04/blog-post_71.html
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（１）さぬき市民病院による、健康に暮らし続けるためのサポート 
 

施策概要・目的  

大川地区唯一の分べん取扱機関である本病院の産婦人科（産科）の充実は、地域の少子化対策に重要な役割を占めていると考えます。産婦人科・

小児科・関連機関との連携によって、女性と子どもの心身の健康づくりをサポートします。 

また、高齢になっても安心して地域で暮らすためには、「保健・医療・福祉サービスの連携に軸足を置いた地域包括ケアシステムの構築」が極

めて重要な施策として位置付けられていることから、さぬき市役所の一般行政部門と病院部門との連携・協働による施策の展開によって、地域の

多種多様な社会資源（民間福祉施設、ＮＰＯ、ボランティア団体等）同士が有機的に連携し、それぞれが適切な役割分担のもとで、保健・医療・

福祉サービスを一体的に提供する体制の構築に寄与するため、病院事業として「５疾病５事業」に加えて在宅医療事業を展開していきます。 
 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26 基準値 H31 目標値 

・周産期医療の充実（市民病院） 

周産期（妊娠 22 週～生後満７日未満まで）の、母体や胎児、新生児の生命に

関わる事態に的確に対応するため、産科と小児科双方からの総合的な医療を提供

し、大川地区で唯一の分べん取扱機関として、地域の要望に応えます。 

分べん件数 ２９４件 ３３０件 

・大川地区小児夜間急病診察室の継続（市民病院） 

大川地区医師会等との協力の下、病院内に「大川地区小児夜間急病診察室」を

設置し、０歳～15 歳までの患者に対して、19 時 30 分～22 時まで、年中無休の

内科的な診療を継続して行います。 

利用者数 ２，６４３人 ２，６５０人 

・救急医療における提供体制の維持（市民病院） 

救急医療における提供体制の維持は、地域医療の充実の観点では最も重要な施

策のひとつであり、市民病院の使命でもあります。高齢化がますます進展する中

で、自宅において安心で安全な毎日をお過ごしいただくためには、常に、適切な

医療が受けられる環境づくりは不可欠であります。引き続き、近隣の医療機関等

と協力し、切れ目のない救急医療の提供に努めます。 

救急患者受入人数 

※小児夜間急病診察室患者を除く 

 

大川広域救急搬送応需率 

２，１０８人 

 

 

７１．６％ 

２，２１４人 

 

 

９０．０％ 
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・地域包括ケア病棟の運営（市民病院） 

在宅療養を推進する地域において、 

① 自院又は他院において急性期治療を終えた方 

② 退院後在宅療養に向けて準備が必要な方 

③ 在宅療養中に急変する等治療が必要となった方 

を受け入れるための地域包括ケア病棟の運営は、今後ますます重要となってきま 

す。現有の急性期病棟を活かしながら、適切な医療を提供し、地域完結型の医療 

提供体制に寄与します。 

 

病床利用率 

 

０％（未設置） ９０％ 

・認知症専門外来の継続（市民病院） 

高齢者の４人に１人が認知症又は予備軍とされるわが国の状況から、本市にお

いても認知症対策は急務です。認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で

自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症専門外来を実施し、医療提供

とともに保健、福祉との連携を強化します。 

認知症専門外来利用者実人数 ５１２人 ６００人 

・在宅療養支援の推進（市民病院） 

在宅療養支援室等を活用し、訪問診療、訪問看護及び訪問リハビリを集約して

連携強化を図るとともに、従来から配置している医療ソーシャルワーカーに加

え、ベテランの薬剤師及び看護師を１人ずつ配置し、在宅療養中の患者、家族の

相談に応じる支援を行います。また、退院後の生活にスムーズに移行できるよう、

他の機関を含めた多職種でのカンファレンスを入院当初から実施する等、在宅ケ

アのコーディネートに取り組みます。 

相談利用件数 

※地域医療部への退院支援や 

在宅療養に関する相談 

３６８人 ６２０人 

 

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 
病院事業（病院事業会計） 市民病院 ４，９９１，４０５ 
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（２）高齢になっても安心して暮らせる地域づくり 
 

施策概要・目的  

住み慣れた地域で暮らし続けることを望む声は市民アンケートからも多く聞かれますが、通勤・通学・買い物等に、より便利な場所を求めて人

口減少地域から転出する方も多くいらっしゃいます。高齢になっても安心して住み続けるためには、小学校区など、複数の集落が集まる徒歩圏内

の地域において、買い物や市内中心地への移動などに困らない、心の拠り所となる拠点（小さな拠点）が必要です。地域内の住民がアイデアを出

し合って行う「小さな拠点づくり」をサポートし、地域の子どもから高齢者までが集える居場所として定着させていきます。 

 また、介護予防活動を推進するとともに、高齢者の利用が多いコミュニティバスの安全性を高めるため、ノンステップバスの導入を促進します。 
 

具体的な施策 重要業績評価指標（KPI） H26年度基準値 H31 年度目標値 

・小さな拠点づくり（生活環境課） 

小さな拠点は、地域のニーズによって、そのプランも運営方法も違ってくるこ

とから、小さな拠点づくりに取り組みたい地域のプランづくりを支援するととも

に、プラン内容の実現に向け、活動の核となる公共施設や民間施設の改修が必要

な場合は、予算の範囲内で優先順位をつけながら、改修費を助成します。 

小さな拠点（施設）数 ０施設（制度なし） ５施設 

・高齢者の元気づくり支援（介護予防・日常生活支援総合事業）（介護保険課） 

 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるためには、介護

が必要にならないための介護予防が重要であるため、介護予防を推進するための

サービスを提供するとともに、サービス確保のための人材育成に取り組みます。 

介護予防サポーター講習会 

修了者数 ※登録者に限る 

 

介護予防サポーター活動回数 

※出前講座・憩いの場・お話しボラ

ンティアの実施合計回数 

 

介護予防サポーター活動 

参加者数 

※出前講座・憩いの場・お話しボラ

ンティアに参加した市民の人数 

２７２人 

 

 

１２８回 

（H28実績） 

 

 

延べ９１０人 

（H28実績） 

 

３７０人 

 

 

１４６回 

 

 

 

延べ１，２８０人 
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・安全に利用できるコミュニティバスの推進（都市計画課） 

高齢者等に優しいコミュニティバスを目指し、ノンステップバスの導入を推進

します。 
ノンステップバス導入率 ２５％ ５０％ 

 

H30 実施事業 事業所管課 予算額（千円） 

自治振興事業 生活環境課 ６２，７４９ 

一般介護予防事業、任意事業（介護予防事業特別会計） 介護保険課 ４４，３９７ 

コミュニティバス事業 都市計画課 ６２，６００ 
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第６節 本戦略の効果的な推進 

各施策の効果的な実施を継続するため、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の達成度を検証しながら、関係事業の効果的な改善に 

努めます。 

また、効果検証内容の客観性を担保するため、外部有識者等を含む検証機関によって検証作業を実施します。 

 

Ｐ (Plan：計画) 

 ・総合戦略策定（改訂） 

 ・10月末 

Ｄ (Do：実施) 

・各種事業実施 

・11月（４月）～ 

 

Ａ (Action：改善) 

 ・次年度予算編成に向けた準備 

 ・戦略の見直し 

・８月頃～ 

 

Ｃ (Check：評価) 

 ・ＫＰＩの達成見込等調査 

 ・関係事業の検証 

・７月頃～ 

 

効果検証（ＰＤＣＡサイクル）の内容と実施時期 

 


